
別紙１ 

入札公告 

 

 沖縄県北部福祉事務所生活保護班が使用する公用車の賃貸借契約に係る一般競争入札（以下「入札」とい

う。）について、次のとおり公告する。 

 令和８年５月 14日 

沖縄県北部福祉事務所長 大城 順次    

 

1 入札に付する事項 

(1)  件名 沖縄県北部福祉事務所生活保護班が使用する公用車の賃貸借契約 

(2)  契約の内容 入札説明書、契約書案及び仕様書による。 

(3)  契約期間 令和８(2026)年７月 1日から令和 12(2030)年６月 30日まで。 

ただし、本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続

契約であり、翌年度において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削減があった場合には、本契

約は解除する。 

(4)  引渡の場所 沖縄県北部福祉事務所（沖縄県名護市大中二丁目 13-1） 

 

2 入札書の提出場所等 

(1)   入札及び開札の日時及び場所 令和 8年 6月 9日（火曜日）10時 

               沖縄県北部福祉事務所 2階 多目的室（1） 

(2)  入札書の提出方法 入札書は、入札の日時までに入札書の提出場所へ持参すること。なお、郵送、電報

及び電送による入札は認めない。 

 

3 入札参加資格 

 本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる用件を全て満たす者で、本件入札に係る競争入札資格者名簿

（以下、「名簿」という。）に登載されているものとする。 

(1)  営業年数が令和８年 5月 14日現在において 3年以上ある者であること。 

(2)  沖縄県内に本社、支社、支店、営業所等を有すること。 

(3)  過去 2箇年間に、国（独立行政法人、公社及び公団を含む）又は本県若しくは県内の地方公共団体と同

種、同規模の契約を 2回以上締結し、かつ、これらをすべて確実に履行した又は履行していること。 

(4)  地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項に該当しない者であること。 

(5)  次に掲げる者でないこと。 

ア 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

って、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2第 2号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下

同じ。）を利用するなどしている者。 

  イ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者。 

  ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者。 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。 

(6)  沖縄県から令第 167条の 4第 2項に基づき入札に参加させない措置を受けている者でないこと。 

 

 



4 入札参加資格確認提出書類 

 名簿への登録を希望する者は、次に掲げる書類を令和８年 5月 25日（月曜日）17時までに直接、若しくは

書留郵便で沖縄県北部福祉事務所生活保護班に提出し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。    

また、その審査結果は令和８年５月 29日（金曜日）までに FAX及び郵送で通知する。 

なお、結果通知後に「3 入札参加資格」の各号に該当しないことが判明したときは、入札参加資格を取り消

すものとする。 

 ア 競争入札参加資格確認申請書 

 イ 法人にあっては、登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

 ウ 個人にあっては、本籍地の市町村長の発行する身元（分）証明書及び登記されていないことの証明書 

 エ 申請する前日の直近 3年間の法人事業税、法人県民税及び消費税に関し未納が無いことを示す証明書 

 オ 車両の賃貸に関して、過去２箇年の契約実績を証する書類 

 

5 入札の方法等 入札説明書による。 

 

6 最低制限価格 設定しない。 

 

7 その他 

(1)  入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 

(2)  代理人により入札する場合は、委任状を入札時に提出すること。 

(3)  この一般競争入札に参加する者は、入札公告、入札説明書、入札保証金説明書及び契約条項を熟読の

上、入札しなければならない。なお、定めのない事項については、地方自治法（昭和 22年法律第 67

号）、地方自治法施行令及び沖縄県財務規則（昭和 47年沖縄県規則第 12号）等法令例規による。 

(4)  入札説明書等について疑義があるときは、質問書を使用し、次の各号により関係職員の説明を求めるこ

とができる。ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

ア 質問の提出先 沖縄県北部福祉事務所生活保護班（沖縄県名護市大中 2-13-1 電話 0980-52-2549、

FAX 0980-52-7544） 

イ 質問の提出方法 書面の持参又は FAXによる。なお、FAXによる場合は、必ず到着を電話で確認す

ること。 

ウ 質問の期限 令和８年５月 29日（金曜日）17時 

エ 質問に対する回答の期限 令和８年６月２日（火曜日） 

 


